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I 雑

報

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
六
二
年
一

O
月
二
日
掛
午
後
一
時
半
よ
り

「
契
約
引
受
・
新
し
い
法
形
象
」

報
告
者

K

W

・
ネ
ル
氏

(テュ

l
ピ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
)

出
席
者

本
報
告
の
内
容
は
、
本
誌
コ
一
九
巻
三
号
に
小
川
浩
三
助
教
授
に
よ
る
翻

訳
が
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

五
名

O
昭
和
六
二
年
一

O
月
一
四
日
例
午
前
一

O
時
半
よ
り

「
製
造
物
責
任
に
関
す
る
、
欧
州
共
同
体
の
方
針
と
フ
ラ
ン
ス
法
」

報
告
者

ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
氏

通

(
パ
リ
第

I
大
学
名
誉
教
授
)

瀬
川
信
久
氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
)

訳

出
席
者

二
五
名

krロ門凶弘司，
d
z
m
u
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
著
名
な
民
法
学
者
、

比
較
法
学
者
で
あ
る
が
、
一
九
八
七
年
一

O
月
に
、
大
阪
大
学
法
学
部
が

学
術
振
興
会
の
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
招
酷
押
さ
れ
た
折
に
、
当
学
部
に
お
招

き
し
、
右
の
題
目
で
講
演
い
た
だ
い
た
。
講
演
で
は
、
ま
ず
、
共
同
体
指

令
に
至
る
経
緯
と
、
指
令
の
内
容
が
説
明
さ
れ
、
続
い
て
、
共
同
体
指
令

を
フ
ラ
ン
ス
法
に
導
入
す
る
際
の
問
題
点
が
解
説
さ
れ
た
。
講
演
後
の
質

疑
応
答
で
は
、
種
々
、
立
ち
入
っ
た
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
た
。
本
講
演

の
内
容
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
一
号
ご
九
八
八
年
六
月
一
五
日
号
)
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

O
昭
和
六
二
年
一
一
月
五
日
制
午
後
一
時
半
よ
り

「
シ
ス
テ
ム
契
約
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
点
」

報
告
者

大
野

(
日
本
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
法
務
室
長
)

幸
夫
氏

出
席
者

一
五
名
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高
度
情
報
化
社
会
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
私
法
の
分
野
で
も
例
え
ば
、

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
契
約
問
題
の
変
容
、
契
約
像
の

変
化
」
が
語
ら
れ
、
「
シ
ス
テ
ム
契
約
」
な
る
新
た
な
契
約
類
型
が
析
出

さ
れ
分
析
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
(
昭
和
六
二
年
の
私
法
学
会
民
商
合
同



報

部
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
と
私
法
」
に
お
け
る

北
川
善
太
郎
京
大
教
授
の
回
目
頭
報
告
参
照
)
。
(
現
在
進
行
形
の
、
そ
し
て

近
未
来
社
会
に
お
い
て
は
ヨ
リ
急
速
か
つ
大
規
模
に
進
展
す
る
と
恩
わ
れ

る
)
こ
の
「
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
」
化
の
展
開
が
、
法
制
度
の
上
に

い
か
な
る
イ
ム
パ
グ
ト
を
及
ぼ
す
か
を
理
論
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
現
代
私
法
理
論
に
と
っ
て
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
課
題

と
い
え
よ
う
(
前
記
私
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
、
「
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
学
会
」
に
お
け
る
昭
和
六
一
年
及
び
六
二
年
の
テ
i

マ
等
は
そ
の
動
向

の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
)
。
講
師
と
し
て
今
回
お
招
き
し
た
大

野
氏
は
、
慶
応
大
学
法
学
部
卒
業
後
二
年
の
銀
行
動
め
の
あ
と
同
大
学
修

士
課
程
(
刑
法
専
攻
)
に
も
ど
っ
て
研
究
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
前
記
の

会
社
に
就
職
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
会
社
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
開
発
、
ハ
ー
ド
面
で
の
販
売
・
リ

1
ス
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
の

代
行
、
及
び

V
A
N
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
事
業
内
容
と
す
る
会
社
で
あ
る
が
、

氏
は
同
社
の
法
務
関
係
部
門
の
指
導
的
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
と
く
に

V
A

N
事
業
の
進
展
に
伴
う
種
々
の
法
的
諸
問
題
に
取
組
む
第
一
線
の
実
務
家

と
し
て
活
躍
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
り
、
現
在
、
「
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

学
会
」
理
事
、
「
情
報
サ
ー
ビ
ス
産
業
協
会
」
法
制
委
員
会
委
員
、
経
団

連
V
A
N専
門
部
会
員
な
ど
の
ポ
ス
ト
を
も
兼
ね
て
い
る
。
氏
は
と
く
に

V
A
N
業
界
に
お
け
る
法
律
関
係
実
務
家
と
し
て
は
第
一
人
者
と
目
さ
れ

雑

る
方
で
あ
り
、

N
B
L
等
の
取
引
法
関
係
雑
誌
に
も
こ
の
方
面
で
の
多
数

の
論
文
を
発
表
さ
れ
て
お
り
、
実
務
サ
イ
ド
か
ら
上
記
の
ト
ピ
ッ
ク
を
語

っ
て
い
た
だ
く
と
し
た
ら
今
日
得
ら
れ
う
る
最
良
の
人
物
の
一
人
と
い
っ
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て
よ
い
。

法
学
会
で
の
報
告
に
お
い
て
は
、
「
川
シ
ス
テ
ム
取
引
の
現
状
」
と
題

し
て
と
く
に

V
A
N
の
し
く
み
や
機
能
に
つ
い
て
の
入
門
的
概
観
的
説
明

が
な
さ
れ
、
次
い
で
「
仰
シ
ス
テ
ム
契
約
の
問
題
点
」
と
し
て
、
①
契
約

内
容
の
画
一
性
、
②
当
事
者
不
特
定
性
、
①
ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
場
合
の
責

任
・
リ
ス
ク
分
配
と
そ
の
帰
責
事
由
、
④
デ
l
タ
保
全
、
①
損
害
賠
償
(
と

く
に
限
定
賠
償
の
必
要
性
と
、
私
法
学
会
等
で
唱
え
ら
れ
た
「
ネ
ッ
ト
ワ
|

ク
責
任
論
」
「
シ
ス
テ
ム
責
任
論
」
批
判
)
な
ど
の
諸
点
が
と
り
あ
げ
ら

れ
、
最
後
に
、
立
法
論
的
政
策
的
課
題
と
し
て
、
独
禁
法
、
著
作
権
法
等

に
関
連
す
る
諸
問
題
に
ふ
れ
ら
れ
た
。
報
告
は
民
法
以
外
の
多
方
面
の
領

域
に
も
一
旦
り
、
し
か
も
第
一
線
の
実
務
の
中
で
対
応
を
迫
ら
れ
て
き
た
問

題
だ
け
に
極
め
て
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ド
な
も
の
で
あ
り
、
デ
ィ
ー
ラ
ー
側
の
立
場

か
ら
の
も
の
と
は
い
え
、
大
変
興
味
深
く
知
的
刺
激
に
富
む
内
容
の
も
の

で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
と
く
に
筆
者
(
東
海
林
)
の
白
か
ら
み
て

輿
味
を
そ
そ
ら
れ
た
点
は
、

V
A
N事
業
等
の
分
野
に
お
け
る
従
来
の
政

府
規
制
の
非
合
理
性
、
及
び
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
既
存
の
諸
要
素
に

つ
い
て
の
抑
制
の
き
い
た
、
し
か
し
鋭
い
批
判
で
あ
っ
て
、
そ
の
説
得
力



は
、
と
く
に
氏
の
所
属
す
る
会
社
が
後
発
の
中
規
模
企
業
で
あ
る
が
故
の

体
験
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
他
の
面
で
の
氏
の
リ
ベ

ラ
ル
な
発
想
と
共
に
大
い
に
共
感
を
そ
そ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
情
報
化
社
会
が
提
起
す
る
実
際
的
理
論
的
問
題
は
、
わ
が

学
部
諸
講
座
の
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
る
広
範
な
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
が

学
部
に
お
い
て
も
(
単
に
新
し
い
も
の
を
流
行
に
の
っ
て
追
い
か
け
る
だ

け
の
「
新
ら
し
が
り
屋
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に

あ
る
本
質
的
原
理
的
な
も
の
の
理
論
化
と
い
う
課
題
に
む
け
て
)
今
後
こ

う
し
た
方
面
の
研
究
が
一
層
活
発
に
な
さ
れ
る
必
要
性
を
改
め
て
感
じ
さ

せ
る
研
究
会
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

O
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
七
日
倒
午
後
一
時
半
よ
り

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
法
の
最
近
の
動
向
」

北海道大学法学部法学会記事

報
告
者

マ
リ
ア
・
マ
テ
イ
氏

(
ポ
ー
ラ
ン
ド
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
国
家
と
法
研
究
所
・
労
働
法
部
長
)

出
席
者

一
五
名

一
九
八

0
年
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
鋭
い
政
治
的
・
経
済
的

危
機
を
克
服
し
な
が
ら
、
経
済
改
革
が
継
続
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
経

済
改
革
の
「
第
二
段
階
」
の
.
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
八
七
年
一
一
月
二
九
日
に

お
こ
な
わ
れ
る
予
定
の
全
国
的
な
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
テ

1
7
と
な
っ
て

い
る
。
社
会
主
義
的
計
画
経
済
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
を

め
ざ
す
経
済
改
革
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
経
済
を
世
界
に
む

か
つ
て
開
放
す
る
試
み
を
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ポ
ロ
ニ
ア

(
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
外
国
人
)
企
業
」
や
合
弁
企
業
に
つ
い
て
の
法
律
が
す

で
に
制
定
さ
れ
、
い
っ
そ
う
の
開
放
に
む
け
て
改
正
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
法
は
、
た
え
ず
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
展
し
て
い
る
が
、
特

筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
特
殊
ポ
ー
ラ
ン
ド
的
な
民
主
主
義
的
諸
制
度
が

形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
、
法
律
の
憲
法
と
の
適
合
性
、

法
律
以
外
の
規
範
的
ア
ク
ト
の
憲
法
・
法
律
と
の
適
合
性
を
審
査
す
る
憲

法
法
廷
、
第
二
は
、
憲
法
法
律
の
違
反
に
た
い
す
る
国
家
の
高
官
の
責

任
を
問
う
国
事
法
廷
、
第
三
は
、
国
家
機
関
等
に
よ
る
市
民
の
権
利
の
侵

害
事
案
に
つ
い
て
調
査
し
、
し
か
る
べ
き
措
置
を
と
る
権
限
を
も
っ
た
市

民
の
権
利
弁
務
官
(
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
)
、
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
集
団
的
労
働
紛
争
を
解
決
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
法
定
さ
れ
、

そ
の
一
環
と
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
固
有
企
業

の
従
業
員
自
主
管
理
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
も
、
八

0
年
代
は

じ
め
の
激
動
期
に
由
来
す
る
特
徴
的
な
事
態
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

近
年
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
「
社
会
主
義
的
多
元
主
義
」
と
い
う

枠
組
み
の
も
と
に
政
治
シ
ス
テ
ム
の
展
開
を
方
向
づ
け
る
試
み
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
政
治
的
反
対
派
」
の
活
動
も
容
認
さ
れ
、
そ
の
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報

一
部
は
シ
ス
テ
ム
の
誤
り
を
防
止
す
る
矯
正
力
と
し
て
奨
励
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
国
会
に
お
い
て
は
、
労
働
組
合
と
結
び
つ
い
た
議
員
グ
ル
ー

プ
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
活
動
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

討
論
に
お
い
て
は
、
合
弁
企
業
と
国
家
的
所
有
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
法

律
問
題
、
憲
法
法
廷
が
審
査
し
た
事
件
の
具
体
例
、
国
会
制
定
法
の
違
憲

性
が
確
認
さ
れ
た
場
合
(
そ
の
よ
う
な
事
例
は
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
)

に
最
終
決
定
権
を
も
っ
国
会
が
と
る
で
あ
ろ
う
態
度
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム

の
結
果
に
つ
い
て
の
見
と
お
し
、
労
組
議
員
グ
ル
ー
プ
と
政
党
規
律
と
の

関
係
、
な
ど
の
諸
問
題
が
議
論
さ
れ
た
。

雑

* 
マ
テ
イ
教
授
は
、
八
七
年
一

O
月
か
ら
八
八
年
二
月
ま
で
、
北
海

道
大
学
法
学
部
に
在
籍
さ
れ
た
。

(
文
責

小
森
田

秋
夫

O
昭
和
六
二
年
二
一
月
一
八
日
幽
午
後
三
時
よ
り

「
聞
か
れ
た
親
切
な
裁
判
所
と
行
動
す
る
裁
判
官

ー
最
近
の
西
ド
イ
ツ
司
法
事
情
」

報
告
者

木
佐

茂
男
氏

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授
)

出
席
者

五
名

こ
の
報
告
は
、
報
告
者
が
二
年
間
の
西
ド
イ
ツ
留
学
に
際
し
て
調
査
し

た
同
国
の
裁
判
所
・
裁
判
官
の
実
情
を
ス
ラ
イ
ド
約
一

O
O枚
を
利
用
し

て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
法
は
わ
が
国
の
法
体
系
と
歴
史
的
に
親
近
性
を
も
つ
た
め
解

釈
論
上
の
観
点
か
ら
も
よ
く
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
裁
判
所
あ
る
い
は
裁
判
官
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
、
裁
判
官
が

ど
の
よ
う
な
意
識
で
訴
訟
に
あ
た
っ
て
い
る
か
は
、
民
事
訴
訟
や
刑
事
訴

訟
の
一
部
な
ど
で
紹
介
は
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
六
つ
の
裁
判
権
(
憲

法
裁
判
権
を
含
む
)
に
つ
い
て
包
括
的
に
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
報
告
で
は
、
多
数
の
裁
判
官
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
や
、
裁
判
官
の
団

体
組
織
・
組
合
の
大
会
や
合
宿
に
実
際
に
出
席
し
て
得
ら
れ
た
情
報
を
素

材
に
、
こ
の
一
五
年
な
い
し
二

O
年
の
聞
に
す
っ
か
り
姿
を
か
え
た
と
い

っ
て
よ
い
こ
の
国
の
裁
判
官
事
情
を
各
種
統
計
、
裁
判
所
の
造
り
と
雰
囲

気
、
裁
判
の
公
開
、
裁
判
官
の
団
体
組
織
・
組
合
、
名
誉
職
裁
判
官
、
裁

判
官
研
修
、
な
ど
に
即
し
て
視
覚
的
に
紹
介
し
た
。
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